
規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
（
一
次
）
の
項
、
公
立
学
校
教
員
採
用
選
考
試
験
（
二
次
）

の
項
及
び
公
立
小
・
中
学
校
等
教
員
採
用
選
考
試
験
（
栄
養
教
員
特
別
選
考
）
の
項
を
削
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
公
立
小
・
中
学
校
等
教
員
採
用
選

考
試
験
（
栄
養
教
員
特
別
選
考
）
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
令
和
元
年
十
月
二
日
か
ら
施
行
す

る
。 


